
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

庁内調整・検討

消費生活審議会での審

議等

議会（常任委員会）

報告

意見募集、公表等

庁内調整・検討

消費生活審議会への報

告

議会（常任委員会）

報告

※条例見直しは、次年度の予定として参考までに記載した。

※条例見直しの手続きは県の要綱により定められているため、内容は事務局で検討し、審議会に報告する。

※条例見直しの結果、改正が必要な場合は、議会常任委員会報告の翌日から起算して1年以内に改正議案を提出する。

「かながわ消費者施策推進指針」改定のスケジュール
令和6年度

指針改定

条例見直し

改定作業

附属機関

議会

意見募集等

見直し手続

き

附属機関

議会

実施項目項目区分

23期22期

意見募集 改定指針公表
意見募集

事前報告
意見募集

素案

修正

改定案

策定

改定案

修正

修正改正要否検討

素案策定（各G作業）骨子案策定

課題

整理

方向性

報告

諮問・骨

子案検討
素案

素案

報告

改定案

検討

改定

報告

答申

結果

報告

報告
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